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令和２年度(２０２０年度)第１回宝塚市上下水道事業審議会議事概要 

 

 

［日 時] 令和２年１０月３０日（金） 午前１０時００分～午前１１時５０分 
 
 

［場 所］ 宝塚市立中央公民館 203・204学習室 
 
 

［出席委員］  田中 智泰        尾崎 平 

鍬田 泰子        藤永 実枝子 

中川 智之        深田 勝通 

       手島 誠         山脇 郁廣    （敬称略） 
 
 

［事務局］   森 管理者 

岡本 経営管理部長    下野 施設部長  

樫本 経営企画課長    久代 工務課長 

中条 浄水課長      和泉 水質検査担当課長 

中村 給排水設備課長   三宅 下水道課長 

      
 
 

１ 傍聴者の確認 

事務局：審議会開会前の傍聴者の入室に関しましては、本日は傍聴される方はおられませ

んので報告させていただきます。 

 

２ 審議会の成立 

事務局：委員総数 10名中出席委員 8名のため、宝塚市上下水道事業審議会規則第 6条第 2

項により、本日の審議会は成立致しました。 

 

３ 議題 

会 長：これから諮問のあったビジョンと経営戦略の中間見直しについて審議していきま

すが、議事に入る前に、今後どのように審議会を開催していくかについて事務局と

調整しましたので、その内容について、事務局に説明を求めます。 

 
事務局：これから寒さが厳しくなりますと、新型コロナウイルスの再流行も予想されます

ので、今回のように皆さんに集まっていただいて開催する会議は最小限に抑えるべ

きと考えております。しかし、先日のアンケートによりますと、WEB 会議を開催す

るというのは難しい現状です。よって、時間をできるだけ短くして、今回のような

会議を、まずは連続して 3回、開催したいと考えております。それでは、資料 1に

基づきまして、「経営戦略中間見直し等に係るスケジュール」を説明いたしますので
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ご覧ください。本日は、水道に関して事務局から説明を行い、審議いただきます。

しかし、会場の都合で、時間が 1時間 30分しかありませんので、各委員から十分な

意見をいただくことは難しいと思います。そこで、意見を書いていただく用紙を用

意しております。お手元に配布しております資料 2「経営戦略中間見直し（案）等

に対する意見」という用紙です。会議で発言しきれない内容がございましたら、こ

ちらに記入いただきますようお願いいたします。次に開催する予定の 11月 20日の

審議会につきましては、下水道事業に関する説明を行い、審議いただきます。同じ

ように発言しきれない意見は、次回お渡しする用紙にお書きください。意見が集ま

りましたら、それを反映させた内容に修正いたしますので、12月に審議会を開催し、

修正後の見直し案についてご意見をいただきたいと考えております。見直し案がま

とまりましたら、パブリックコメントを実施し、その内容を、来年の 4月に審議会

で報告したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 

会 長：事務局から今後の進め方について提案がありましたが、それに対して意見があり

ましたらお願いします。 

 

（会議の回数を減らし、書面で意見を提出することについて異議なし） 

 

会 長：皆さんの負担が増えますが、ご協力をお願いします。それでは本日の議題に入り

ます。経営戦略の見直しを審議する前に、「水道事業の令和元年度決算」について、

事務局の説明を求めます。 

 

事務局：それでは、資料 3 の令和元年度水道事業会計決算の概要に基づきまして説明させ

ていただきます。 

―――――――――――――――資料の説明〈省略〉―――――――――――――――― 

 

会 長：事務局からの説明は以上です。ご意見やご質問がありましたらお願いします。 

 

委 員：赤字が 9 億ということで驚いています。小林浄水場の減損を除いた通常の経営状

況はどうなっていますか。 

 

事務局：約 9億 7千万の当期純損失から約 7億 7千万の特別損失を差し引いた 2億ほどが

令和元年度の赤字という状況です。 

 

管理者：補足しますと、平成 30年度は約 4億 6千万の当期純利益となっていますが、退職

手当組合への積み立ての調整による約 5 億 8 千万の特別利益を計上しているため、

これを差し引くと平成 30年度の通常業務では約１億強の赤字となっています。現在



3 

 

は、給水原価が供給単価を上回っているという状況ですので、これからも 2～3億の

赤字が続くという厳しい状態だと認識しています。 

 

委 員：見直し案を見ても赤字が続いており、14％ほどの改定が必要だと述べられていま

す。これをいつまでも放置すると累積赤字になるので、早くこれをどうするかとい

う見通しを立てていただきたいです。特に今年は、コロナ対策での減免分の負担も

発生し重荷になると思うので、見通しを提案してほしいです。 

 

事務局：料金改定については、世代間の公平な負担を重く考え、赤字を将来の負担に回さ

ないようにしなければいけないと考えています。 

 

管理者：値上げについては、経営戦略にも 5 年間赤字が続けば検討していくとしており、

時期は未定ですが、審議会に料金改定についても相談させていただきたいと思って

います。また、コロナ関連での減免についてですが、上下水道ともに基本料金を 4

か月分減免しております。水道に関しては、兵庫県から、水道料金の減免をしてい

る団体については兵庫県から購入している県営水道の料金を免除しますという支援

をいただいていて、また、国の特別交付金による一般会計からの繰出しもあります

ので、大きく影響は受けない見込みです。ただ、下水については黒字の見込みのた

め一般会計からの補填も難しく、令和 2年度は、1億 5千万ほど減免による収入減と

なる見込みです。 

 

委 員：総配水量は増えているのに、有収水量が減少しているのはなぜですか。 

 

事務局：管からの漏水率などが高くなっていることなどが原因です。 

 

委 員：単年度の赤字が続くことは大きな問題で、今の有収率の話にも関わってきますが、

将来的にはメンテナンスをすべき管路が増えてくる時期が控えているので、単年度

赤字の状態の改善を急がないといけないと思います。阪水と県水の受水量を変えら

れないということになると、将来人口が減少して供給量は減っても価格の高い県水

の割合は高いままということになるので、より一層赤字幅が大きくなることが目に

見えています。その点は早急に改善しないといけないですし、やはり単年度赤字の

危機感は高いのでそこをどうするかをまず考えないといけないと思います。 

 

事務局：赤字は重く受け止めています。経営戦略の中でも将来的な経営見込を出す中で、

赤字が続くという状況ですので、審議会でもご検討いただいてやはり料金改定が必

要ではないかというご意見がありましたら、事務局としても検討させていただきま
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す。 

 

会 長：よろしいでしょうか。時間の制約がありますので、続いて、会議次第の２「宝塚

市水道事業経営戦略中間見直し」に進みます。事務局の説明を求めます 

 

事務局：「宝塚市水道事業経営戦略 中間見直し（案）」という資料をご覧ください。説明さ

せていただきます。 

―――――――――――――――資料の説明〈省略〉―――――――――――――――― 

 

会 長：事務局からの説明は以上です。ご意見やご質問がありましたらお願いします。 

 

委 員：生活保護減免廃止については、他の市もこのような方法を行っていますか。 

 

事務局：今現在、ほとんどの市で廃止されています。 

 

管理者：これについては、この審議会で審議をいただいて、生活保護の給付の中にそもそ

も水道光熱費が含まれているということで、さらに減免することが二重給付に該当

するという趣旨から令和元年度より廃止したものです。 

 

委 員：水道管の耐用年数は 40年ということですが、宝塚市は傾斜地が多く、道路状況も

悪いので、耐用年数は実際もっと短いのではないのですか。 

 

事務局：水道管の耐用年数は法定で 40年です。宝塚市の道路状況は確かに悪いですが、山

手の方は地盤がしっかりしているので、海のそばとは違い塩害などもなく、地盤等

による影響はありません。実際、40年の倍の 80年を管の使用年数として更新計画を

策定しています。 

 

委 員：今後 50 年で給水人口が減ってくるということはよくわかったのですが、現在の 3

つの取水方法については、絞っていく方向でお考えなのでしょうか。 

 

事務局：今現在は、何かあったときのリスクを回避するために水源を分けています。しか

し、今後人口が減ってきたときに 3 つを少しずつ減らすのか、自己水を減らすのか

など協議して決めていかないといけないと思います。 

 

管理者：当面は県水と阪水と自己水ということになりますが、自己水の中でも惣川浄水場

と小浜浄水場という 2 つの浄水場をもっていますので、将来、宝塚市に 2 つの浄水
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場が必要かという部分は十分検討すべき事項だと思います。多くても 1 つというこ

とも十分考えられると思います。 

 

委 員：広域化についてはどう考えていますか。 

 

管理者：現在、阪水や県水は水道用水の供給を行うだけで、各戸への配水は行っていませ

ん。自己水をやめて阪水や県水からの受水のみにすることや、2市で一緒に自己水を

作っていくということは、兵庫県内でも広域化の会議として検討を進めてはいます。

ただ、これまで市ごとにきちんと配水してきたため、すぐに広域化というのはなか

か難しいところがあります。 

 

委 員：市独自で配水しなければ仕方ないということになると、山間の限界集落などへの

送水コストは固定的になってしまいますが、今後 50年をみてどう考えていますか。 

 

管理者：現在は、地形の関係で山の上に配水池を作り、そこまでポンプで上げて、各家庭

には自然流下で配水しています。今、配水池が市内に 48箇所あるので、老朽化して

いる配水池等は、できる限り統合してコストを抑える方向で考えております。将来、

限界集落にコストをかけて水を送るのかということについては、今の国の考え方か

らすると住んでいる以上は給水する必要があるため、今後もう少し状況を見ていく

必要があると思います。都市計画と関連付けて見直していくことが必要ですが、こ

れについては、まだ相当な議論が必要だと思っています。 

 

委 員：以前からよくこの話にはなりますが、やはり街をコンパクト化しないといけない

ということになっていくと思います。 

 

会 長：まだいろいろご意見があるかもしれませんが、次の議題にいきます。議題 3の「宝

塚市水道ビジョン 2025中間見直し」について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局：「宝塚市水道ビジョン 中間見直し（案）」という資料をご覧ください。説明させて

いただきます。 

―――――――――――――――資料の説明〈省略〉―――――――――――――――― 

 

会 長：事務局からの説明は以上です。ご意見や質問がありましたらお願いします。 

 

委 員：3点確認したいことがあります。１点目は、個人の小口の収入と産業系の大口の収

入の割合です。人口減少の中では、産業を誘致して収入を増やしていく必要がある
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と思います。その際、水道料金は、過去の節水の影響で、使えば使うほど高くなる

料金体系となっていますが、今後は人口が減る中で、水を使ってもらいたいという

思いも変わってきているはずです。大口の誘致をして、産業を活性化して、水を使

ってもらいたいというような、増える方策を考えないといけないと思います。今日

の資料では、産業系の比率がどのくらいとかという記載がないので、その辺の分析

がしづらいと感じました。2点目は、アセットマネジメントが十分ではないという発

言がありましたが、管の更新についてです。更新率 1.25％ということは、80年で入

れ替えるという計画だと思いますが、1.25％は他市に比べると高い更新率だと思い

ます。赤字が続いている中で、そこまで投資をすべきなのかということについて、

アセットマネジメントの中で検討する必要があるのではないかと思います。3つ目は、

都市計画との連携についてです。宝塚市では、立地適正化計画を作成されていると

思いますが、50年を考える中で、一定の地域に新たに住むことは避けてもらうなど、

部局間の連携を検討していただけたらと思います。 

 

事務局：1 点目の事業者の水量については、約 10％程度となります。P5 において、一般家

庭や事業者に分けて表現できる方法を検討したいと思います。 

 

委 員：損益を分析して、事業者に負担を押し付けないようにしないと、市の発展によく

ないと思います。 

 

事務局：2点目と 3点目についてですが、都市計画については、市では都市計画マスタープ

ランの見直しと立地適正化計画の策定を行っています。水道のダウンサイジングを

先行して行うのは説明がつかず難しいので、街づくりが変化していくから水道が変

わっていくという中で、マスタープランや立地適正化計画を注視しています。また、

アセットマネジメントについては現在のタイプ 2Cから 3Cにレベルアップしていく

よう台帳整備などの下準備をすすめているところです。 

 

委 員：作ることを目的とせずに、デジタル化を進めていただいて、仕事量を増やす方向

ではなく、仙台市の下水道のようにアセットマネジメントを予算要求の根拠に使う

ような方向でやっていただくのがいいと思います。 

 

委 員：経営戦略を見直すのは結構ですが、ビジョンついては、長い目で見て書くものな

ので、検証はすべきだと思いますが、直接計画を見直すこと自体どうかと思います。

この点について、この場で議論いただきたいです。 

 

事務局：当初のビジョンに 2020年度を目途に見直しを行うことを記載したため、これに基
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づき今回見直しを作成しました。おっしゃる通り、ビジョンは根幹となるものです

ので、検証はしても見直しはしないという考えもあると思います。ご審議いただけ

ればと思います。 

 

委 員：当初の見直しの記載は、いわゆる検証のことで、できた、できていないを一覧に

して評価して、弱いところや計画の甘いところを洗い出し、残り 5年間の力配分を

どう考えるかを検証するということだと思っていました。ビジョンは方向性を示す

のがあるべき姿だと思うので、あまり細かい数字のことは言わず、次回のビジョン

を作る時の基礎資料とするものなのではないかと思います。 

 

委 員：乖離も大きいし、見直してもいいのではないかと思いますが、確かにビジョンは

細かい数字をいうようなものではないと思います。 

 

事務局：今回の見直しで、大きな方向性の変更はしていません。ただ、検証をした結果 2020

年に目標を達成することが難しいと思われるものについて、経営戦略とリンクして

いる都合上、数字を修正しているというところです。 

 

委 員：項目ごとの達成度合いが〇✕等になっているほうがわかりやすいと思います。 

 

委 員：節水機器の影響もあるので、人口だけでなく、各戸の使用水量の推計についても

記載してもらいたいです。節水機器で使用水量が減れば、単価が上がっても家庭の

負担は増えないので、人口だけでなく、使用水量の推計も重要だと思います。 

 

事務局：経営戦略においては、第 6 章で供給単価を記載していますが、これについては、

一定の節水等を見込んでいます。 

 

委 員：宝塚の水を使ったカフェや水の販売など宝塚独自の水の PRをしてほしいです。 

 

事務局：今、1人 1日当たりの水の使用量は約 250リットルで、ペットボトル水を販売して

2リットルのペットボトル 1本分水の使用量が増えても、250リットルが 252リット

ルになるという感じですので、急激に収益増になるかというとそうでもないかと思

います。販売するにあたっても、原価がとても高くなるので、いろいろな方策を考

えてはいますが、収益に跳ね返ってくる何かを見つけきれていないという状況です。

今後も考えてまいります。 

 

管理者：先ほどの話ですが、1人当たりの水の使用量について節水で減少しているのは事実
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ですが、今後の見通しは立てにくいものです。ただ過去のトレンドについては、何

らかの表現で記載したいと思います。また、ペットボトル水についてですが、500

ミリリットルで原価が 200円ほどかかります。 

 

委 員：お店では 2リットルの水が 50円切っています。普段のお茶やコーヒーも水道水よ

りペットボトルの水で入れたほうが安いということになると、価格では勝てないの

で、何か他の PRを考えていかないといけないと思います。 

 

管理者：先ほどのビジョン自体の見直しについてですが、やはりご指摘のように検証とい

う形で整理をするかということについては、早急に検討して、改めて委員の皆様に

お示しさせていただきたいと思います。 

 

委 員：最後に一つ、今回の見直しの根源は小林浄水場かと思っていて、もう少し水道事

業で持っている資産をうまく運用する方法を検討していただきたいと思います。 

 

管理者：小林浄水場については、一部撤去で利活用できないか等も含め検討してまいりま

す。 

 

会 長：最後に議題の「その他」ですが、事務局から何かありますでしょうか。 

 

事務局：特に議題はございませんので、事務連絡をさせていただきます。連絡事項は 2 つ

ございます。まず 1 点目、ご意見を書いていただく用紙「宝塚市水道事業経営戦略

中間見直し（案）等に対する意見」についてですが、メールアドレスを登録いただ

いている委員の皆様にはワード文書をメールで送信いたします。手書きでも入力い

ただいてもどちらでも結構ですので、申し訳ありませんが、本日から 2週間以内を

目途に事務局までメールかＦＡＸで提出いただきますようお願いいたします。続い

て 2点目、次回の審議会についてですが、お手元に配布しております案内のとおり、

事前に調整させていただいた 11月 20日 14時から 15時 30分までを予定しておりま

す。 

 

会 長：それでは、本日の議題は以上です。 

 

４ 閉会 

事務局：本日の審議会はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。 



    令和２年度（2020年度）第１回 宝塚市上下水道事業審議会                                        日時：令和２年(2020年)１０月３０日 

                                             午前１０時～ 

                     場所：宝塚市立中央公民館  

２０３・２０４学習室 

 

 

 

会 議 次 第   
１ 開会      

 ２ 議事  （１）水道事業に係る令和元年度決算概要について 

 

（２）宝塚市水道事業経営戦略中間見直しについて 

 

（３）宝塚市水道ビジョン2025中間見直しについて 

 

（４）その他      
 ３ 閉会 
   

 

 

 

 

※ 資料 
 

資料１：「経営戦略中間見直し等に係るスケジュール」 Ａ４ １枚 
資料２：「経営戦略中間見直し（案）等に対する意見」 Ａ４ ６枚 
資料３：「令和元年度 水道事業会計決算の概要」   Ａ４ １枚  

        「令和２年度第２回宝塚市上下水道事業審議会の開催について」 



経営戦略中間見直し等に係るスケジュール

年月日 時間 内容 備考

1 令和2年10月30日
10時  ～
11時30分

審議会開催

水道事業に係る令和元年度決算、ビジョン及び
経営戦略の見直し案を事務局から説明します。

2 11月中旬まで －
水道に係る
意見募集

会議で発言できなかった意見を、メールやＦＡ
Ｘ等でお送りいただきます。（会議終了から２
週間以内を目途にお送りいただきますようお願
いいたします）

3 令和2年11月20日
14時  ～
15時30分

審議会開催

下水道事業に係る令和元年度決算、ビジョン及
び経営戦略の見直し案を事務局から説明しま
す。

4 12月上旬まで －
下水に係る
意見募集

会議で発言できなかった意見を、メールやＦＡ
Ｘ等でお送りいただきます。（会議終了から２
週間以内を目途にお送りいただきますようお願
いいたします）

5 12月下旬 未定 審議会開催

意見を反映させたビジョン及び経営戦略の見直
し案について事務局から説明します。

6 令和3年01月中旬 未定 審議会開催

見直し案がまとまっていない場合のみ開催する
予定です。（審議の進捗によっては、複数回開
催する可能性があります）

7 2月中旬～3月中旬 －
（パブリック
   コメント）

ホームページに掲載するとともに、上下水道局
窓口や市民相談課、サービスステーション等に
用紙を設置し、意見募集を行います。

8 4月中旬 未定 審議会開催

パブリックコメントの内容を説明します。答申
書の内容をまとめていただきます。



 
資料２ 

 

1 

 

経営戦略中間見直し（案）等に対する意見 

 
 

委 員 名  

 

（送付先） 

E-mail: m-takarazuka0290@city.takarazuka.lg.jp   

ＦＡＸ：0797-72-5381（宝塚市上下水道局 経営企画課 樫本・川西） 

 

１ 宝塚市水道事業経営戦略中間見直し(案)について 

 

記載例を参考にご意見を記入してください。なお、会議ですべての意見を発言した等によ

り意見を記入する必要のない方は「意見はない」に○印を付けてください。 
 
 

（記載例） 

ページ ご意見（要旨） 

１ １.１ 見直しと水道事業の課題 

 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。 

 

（  ） 意見はない 

 
 
 

（１）第１章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 



2 

 

（２）第２章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 

 

（３）第３章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 

 

（４）第４章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 



3 

 

（５）第５章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 

 

（６）第６章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 

 

（７）第７章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 



4 

 

（８）第８章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

２ 宝塚市水道ビジョン 2025中間見直し（案）について 

 

（１）第１章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 

 

（２）第２章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 

 

（３）第３章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 



6 

 

（４）第４章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 

 

（５）第５章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 

 

（６）第６章について、ご意見を記入してください。 

ページ ご意見（要旨） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（  ） 意見はない 
 



令和元年度 水道事業会計決算の概要

1 業務量

　　　項　　　　目 令和元年度 平成３０年度 増　　減 前年比

行政区域内人口 233,604 人 233,950 人 △ 346 人 99.9 %

年度末給水人口   233,933 人 234,272 人 △ 339 人 99.9 %

年度末給水戸数 105,377 戸 104,565 戸 812 戸 100.8 %

年間総配水量    24,900,171 m
3 24,764,780 m

3 135,391 m
3 100.5 %

一日最大配水量 74,860 m
3 73,781 m

3 1,079 m
3 101.5 %

一日平均配水量 68,033 m
3 67,849 m

3 184 m
3 100.3 %

一人一日平均配水量 290.8 ㍑ 289.6 ㍑ 1.2 ㍑ 100.4 %

年間有収水量   23,158,533 m
3 23,211,402 m

3 △ 52,869 m
3 99.8 %

一人一日平均有収水量 270.5 ㍑ 271.4 ㍑ △ 0.9 ㍑ 99.7 %

有収率      93.0 ％ 93.7 ％ △ 0.7
ﾎﾟｲ

ﾝ ﾄ ―

2 収益的収入及び支出 （損益計算書/税抜）

　　　項　　　　目 令和元年度 平成３０年度 増　　減 前年比(%)

営業収益 3,692,038 3,691,162 876 100.0

( 給水収益 ) ( 3,526,658 ) ( 3,523,169 ) ( 3,489 ) ( 100.1 )

収 ( その他 ) ( 165,380 ) ( 167,993 ) ( △ 2,613 ) ( 98.4 )

営業外収益 634,511 779,048 △ 144,537 81.4

( 分担金 ) ( 148,082 ) ( 280,750 ) ( △ 132,668 ) ( 52.7 )

( 長期前受金戻入 ) ( 461,518 ) ( 470,124 ) ( △ 8,606 ) ( 98.2 )

益 ( その他 ) ( 24,911 ) ( 28,174 ) ( △ 3,263 ) ( 88.4 )

特別利益 8,933 583,539 △ 574,606 1.5

　　　収　益　合　計 4,335,482 5,053,749 △ 718,267 85.8

営業費用 4,345,986 4,390,926 △ 44,940 99.0

( 人件費 ) ( 767,641 ) ( 737,925 ) ( 29,716 ) ( 104.0 )

費 ( 物件費等 ) ( 1,065,179 ) ( 1,109,891 ) ( △ 44,712 ) ( 96.0 )

( 受水費 ) ( 1,309,637 ) ( 1,246,054 ) ( 63,583 ) ( 105.1 )

( 減価償却費 ) ( 1,203,529 ) ( 1,297,056 ) ( △ 93,527 ) ( 92.8 )

営業外費用 194,496 201,140 △ 6,644 96.7

( 支払利息 ) ( 194,019 ) ( 200,639 ) ( △ 6,620 ) ( 96.7 )

用 ( その他 ) ( 477 ) ( 501 ) ( △ 24 ) ( 95.2 )

特別損失 769,361 2,779 766,582 27,684.8

　　　費　用　合　計 5,309,843 4,594,845 714,998 115.6

当年度純利益 △ 974,361 458,904 △ 1,433,265 ―

繰越未処分利益剰余金 2,436,630 1,977,726

その他未処分利益剰余金変動額 0 0

未処分利益剰余金 1,462,269 2,436,630

利益処分額(案) 0 0

資料３

　　(単位:千円)



3 資本的収入及び支出 (税込)

　　　項　　　　目 令和元年度 平成３０年度 増　　減 前年比(%)

企業債 1,751,000 916,600 834,400 191.0

( 配水管整備事業 ) ( 526,700 ) ( 125,600 ) ( 401,100 ) ( 419.3 )

( 新庁舎建設事業 ) ( 38,700 ) ( 0 ) ( 38,700 ) ( 皆増 )

( 惣川浄水場浄水処理強化事業 ) ( 0 ) ( 394,200 ) ( △ 394,200 ) ( 皆減 )

( 阪神水道受水整備事業 ) ( 645,600 ) ( 374,700 ) ( 270,900 ) ( 172.3 )

( 送・配水施設整備事業 ) ( 527,000 ) ( 16,800 ) ( 510,200 ) ( 3,136.9 )

( 水質試験所整備事業 ) ( 13,000 ) ( 5,300 ) ( 7,700 ) ( 245.3 )

固定資産売却代金 7,375 312 7,063 2,363.8

工事負担金 17,342 29,041 △ 11,699 59.7

他会計負担金 10,095 2,036 8,059 495.8

投資有価証券等償還金 500,000 0 500,000 皆増

貸付金返還金 250,000 1,000,000 △ 750,000 25.0

　　　収　入　合　計 2,535,812 1,947,989 587,823 130.2

建設改良費 2,055,931 1,200,969 854,962 171.2

( 原水及び浄水施設整備事業 ) ( 35,788 ) ( 399,546 ) ( △ 363,758 ) ( 9.0 )

( 送水及び配水施設整備事業 ) ( 1,156,796 ) ( 217,503 ) ( 939,293 ) ( 531.9 )

( 阪神水道受水整備事業 ) ( 646,146 ) ( 428,245 ) ( 217,901 ) ( 150.9 )

( 営業設備費 ) ( 130,545 ) ( 67,031 ) ( 63,514 ) ( 194.8 )

( 事務費 ) ( 86,656 ) ( 88,644 ) ( △ 1,988 ) ( 97.8 )

企業債償還金 517,987 476,078 41,909 108.8

投資 250,000 500,000 △ 250,000 50.0

　　　支　出　合　計 2,823,918 2,177,047 646,871 129.7

資本的収支不足額 288,106 229,058 59,048 125.8

損益勘定留保資金 177,077 152,305

消費税資本的収支調整額 111,029 76,753

4 資金収支 (内部留保資金の状況) 　　

　　　項　　　　目 令和元年度 平成３０年度 増　　減 前年比(%)

年度当初余剰額  3,585,209 3,061,857 523,352 ―

当年度発生額 670,657 788,017 △ 117,360 85.1

当年度使用額 300,787 264,665 36,122 113.6

当年度末余剰額 3,955,079 3,585,209 369,870 ―

5 給水原価と供給単価 (1m
3
当たり)

　　　項　　　　目 令和元年度 平成３０年度 増　　減 前年比(%)

給水原価　 175.3 176.8 △ 1.5 99.2

供給単価　 152.3 151.8 0.5 100.3

差    引 △ 23.0 △ 25.0 2.0 ―

6 企業債の概況

1,751,000

288,034

229,953

517,987

令和元年度末
未償還額

4,040,961

10,024,249

14,065,210

4,328,995

8,503,202

(単位:千円)

1,751,000

令和元年度増減額

発行額 償還額

0

収
　
　
　
　
入

支
　
　
　
出

補填
財源

借　　　　入　　　　先

財務省財政融資資金

合　　　　　計

地方公共団体金融機構

12,832,197

　　(単位:千円)

　　(単位:円)

　　(単位:千円)

令和元年度
当初未償還額
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